
 

【別記１】 

次のイから福岡県行橋市蓑島頂上を見通した線と、ロ、ハ、二の各点を順次結んだ線との間の、島

しょ部を含む最大高潮時海岸線から1,000メートル以内の区域 

点イ 山陽小野田市大字小野田本山岬南端に設置した標識 

 ロ 下関市長府扇町長府４号地前面護岸２東端 

 ハ 下関市満珠島東端 

 ニ 福岡県北九州市門司区部埼灯台基部 

   

【別記２】 

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、Ｅの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによ

って囲まれた区域。ただし、Ｈとロとを結んだ線から以東の区域に限る。 

点の位置 

基点Ａ 下関市みもすそ川町火の山下潮流信号所信号機基部 

Ｂ 北九州市門司区門司埼灯台基部 

Ｃ 下関市長府宮崎町串崎鼻東端に設置した標識 

Ｄ 〃  長府港町中国電力株式会社下関発電所護岸東端 

Ｅ 〃  〃   株式会社ブリヂストン下関工場岸壁に設置した標識 

Ｆ 〃  〃   長府埋立第３区北側護岸東端 

Ｇ 〃  満珠島北端 

Ｈ 〃  長府黒門南町黒岩 

 点イ ＡとＢとを結んだ線上最大高潮時における海面の中央点 

ロ Ｃから１７３度１，５３０メートルの点 

ハ Ｄから１２０度４０分１，２９０メートルの点 

ニ Ｄから１１９度３０分１，２９０メートルの点 

ホ Ｄから１１５度３５分１，２６０メートルの点 

ヘ Ｄから１１４度１５分１，２３０メートルの点 

ト Ｄから１１２度４５分１，２２５メートルの点 

チ トとＦから１２５度２，０３０メートルの点とを結んだ線とＥとＧとを結んだ線との交

点 

〈備考〉 共第４７号の区域 

 

【別記３】 

次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市満珠島灯台基部 

    Ｂ 北九州市門司区部埼灯台基部 

    Ｃ 下関市満珠島北端 

    Ｄ 〃  長府扇町長府４号地前面護岸２東端 

    Ｅ 〃  長府港町中国電力株式会社下関発電所護岸南端 

   点イ ＡとＢとを結んだ線上Ａから２００メートルの点 

    ロ Ｃから９７度５００メートルの点 

    ハ ＣとＤとを結んだ線上Ｃから１００メートルの点 

    ニ ＡとＥとを結んだ線上Ａから４００メートルの点 
〈備考〉 共第５０号の区域 

 

【別記４】 

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、ツ、ネ、イの

各点を順次結んだ線によって囲まれた区域（次のナ、ラ、ム、ウ、ナの各点を順次結んだ線によっ

て囲まれた区域を除く。） 



点の位置 

 基点Ａ 下関市長府宮崎町串崎鼻東端に設置した標識 

Ｂ 〃  満珠島灯台基部 

Ｃ 北九州市門司区部埼灯台基部 

Ｄ 山陽小野田市大字郡旧宮崎鼻に設置した標柱 

Ｅ 〃     大字小野田本山岬南端に設置した標識 

Ｆ 北九州市門司区網の鼻東端 

Ｇ 福岡県行橋市蓑島山頂上 

Ｈ 山陽小野田市大字小野田竜王山頂上 

Ｉ 北九州市門司区鵜ノ瀬鼻南端 

Ｊ 下関市大字形山青山頂上 

Ｋ 山陽小野田市大字小野田有帆川河口左岸西角から護岸沿いに南東へ４００メートルの

点に設置した標識 

Ｌ 北九州市門司区戸ノ上山頂上 

Ｍ 〃   〃  津村島北端 

Ｎ 山陽小野田市大字津布田に設置した標識 

Ｏ 〃     大字埴生埴生干拓護岸南東端 

Ｐ 下関市工領開作王喜漁港護岸南東端に設置した標識 

Ｑ 〃  松屋本町３丁目海上自衛隊小月航空基地護岸南西端に設置した標識 

Ｒ 〃  亀浜町と同市ゆめタウンとの護岸上の境界に設置した標識 

Ｓ 〃  長府港町長府埋立第３区北側護岸東端 

Ｔ 〃  〃   中国電力株式会社下関発電所護岸東端 

Ｕ 〃  満珠島北端 

Ｖ 〃  長府扇町長府４号地前面護岸２東端 

Ｗ 〃  長府港町中国電力株式会社下関発電所護岸南端 

点イ Ａから１７３度１，５３０メートルの点 

ロ ＢとＣとを結んだ線の中央点 

ハ ＣとＤとを結んだ線の中央点 

ニ ＥとＦとを結んだ線の中央点 

ホ ＥとＧとを結んだ線上Ｅから５，０００メートルの点 

ヘ ＥとＧとを結んだ線上Ｅから２，０００メートルの点 

ト ＨとＩとを結んだ線とＥとＪとを結んだ線との交点 

チ ＫとＬとを結んだ線上Ｋから２，０００メートルの点 

リ ＤとＭとを結んだ線上Ｄから２，０００メートルの点 

ヌ ＮとＣとを結んだ線上Ｎから２，０００メートルの点 

ル ＯとＣとを結んだ線上Ｏから２，０００メートルの点 

ヲ Ｐから１７８度２，０００メートルの点 

ワ Ｑから１８２度２，２５０メートルの点 

カ Ｒから１３７度３０分２，０００メートルの点 

ヨ Ｓから１２５度２，０３０メートルの点 

タ Ｔから１１２度４５分１，２２５メートルの点 

レ Ｔから１１４度１５分１，２３０メートルの点 

ソ Ｔから１１５度３５分１，２６０メートルの 

ツ Ｔから１１９度３０分１，２９０メートルの点 

ネ Ｔから１２０度４０分１，２９０メートルの点 

ナ ＢとＣとを結んだ線上Ｂから２００メートルの点 

ラ Ｕから９７度５００メートルの点 

ム ＵとＶとを結んだ線上Ｕから１００メートルの点 

ウ ＢとＷとを結んだ線上Ｂから４００メートルの点 



 

【別記５】 

次のト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、トの各点を順次結んだ線によって囲まれ

た区域 

基点Ｐ 下関市長府港町長府埋立第３区北側護岸東端 

  Ｑ 〃  〃   中国電力株式会社下関発電所護岸東端 

 点ト Ｐから１２５度２，０３０メートルの点 

  チ Ｐから１２５度２，１００メートルの点 

  リ Ｑから１１１度５０分１，３００メートルの点 

  ヌ Ｑから１１３度４０分１，３００メートルの点 

  ル Ｑから１１５度１，２９５メートルの点 

  ヲ Ｑから１１５度３５分１，２８０メートルの点 

  ワ Ｑから１２０度１０分１，３１５メートルの点 

  カ Ｑから１２０度４０分１，２９０メートルの点 

  ヨ Ｑから１１９度３０分１，２９０メートルの点 

  タ Ｑから１１５度３５分１，２６０メートルの点 

  レ Ｑから１１４度１５分１，２３０メートルの点 

  ソ Ｑから１１２度４５分１，２２５メートルの点 
〈備考〉 共第５４号の区域 

 

【別記６】 

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、Ｇの各点を順次結んだ線、ＪとＫとを結んだ線、ＬとＭとを

結んだ線及びＮとＯとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域（次のト、チ、リ、

ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、トの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域を除く。） 

点の位置 

 基点Ａ 下関市みもすそ川町火の山下潮流信号所信号機基部 

Ｂ 北九州市門司区門司埼灯台基部 

Ｃ 下関市長府宮崎町串崎鼻東端に設置した標識 

Ｄ 〃  満珠島灯台基部 

Ｅ 北九州市門司区部埼灯台基部 

Ｆ 山陽小野田市大字郡旧宮崎鼻に設置した標柱 

Ｇ 〃     大字小野田本山岬南端に設置した標識 

Ｈ 北九州市門司区網の鼻東端 

Ｉ 福岡県行橋市蓑島山頂上 

Ｊ 下関市小月京泊豊厚橋右岸北角 

Ｋ 〃  王喜本町４丁目豊厚橋左岸北角 

Ｌ 山陽小野田市大字郡厚狭川橋右岸南角 

Ｍ 〃     大字西高泊厚狭川橋左岸南角 

Ｎ 〃     大字東高泊小野田橋右岸南角 

Ｏ 〃     〃    小野田橋左岸南角 

Ｐ 下関市長府港町長府埋立第３区北側護岸東端 

Ｑ 〃  〃   中国電力株式会社下関発電所護岸東端 

点イ ＡとＢとを結んだ線上最大高潮時における海面の中央点 

ロ Ｃから１７３度１，５３０メートルの点 

ハ ＤとＥとを結んだ線の中央点 

ニ ＥとＦとを結んだ線の中央点 

ホ ＧとＨとを結んだ線の中央点 

ヘ ＧとＩとを結んだ線上Ｇから５，０００メートルの点 

ト Ｐから１２５度２，０３０メートルの点 



チ Ｐから１２５度２，１００メートルの点 

リ Ｑから１１１度５０分１，３００メートルの点 

ヌ Ｑから１１３度４０分１，３００メートルの点 

ル Ｑから１１５度１，２９５メートルの点 

ヲ Ｑから１１５度３５分１，２８０メートルの点 

ワ Ｑから１２０度１０分１，３１５メートルの点 

カ Ｑから１２０度４０分１，２９０メートルの点 

ヨ Ｑから１１９度３０分１，２９０メートルの点 

タ Ｑから１１５度３５分１，２６０メートルの点 

レ Ｑから１１４度１５分１，２３０メートルの点 

ソ Ｑから１１２度４５分１，２２５メートルの点 
〈備考〉 共第５４号の区域 

 

【別記７】 

次のイ、ロ、ハ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 山陽小野田市大字小野田本山岬南端に設置した標識 

    Ｂ 北九州市門司区網の鼻東端 

    Ｃ 福岡県行橋市蓑島山頂上 

   点イ ＡとＢとを結んだ線の中央点 

    ロ ＡとＣとを結んだ線の中央点 

    ハ ＡとＣとを結んだ線上Ａから５，０００メートルの点 

〈備考〉 共第５５号の区域 

 

【別記８】 

次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域 

 点の位置 

  基点Ａ 山陽小野田市大字小野田本山岬南端に設置した標識 

Ｂ 福岡県行橋市蓑島山頂上 

Ｃ 宇部市大字沖宇部芝中沖埋立地－１０．０メートル岸壁西端から西へ１２０メートルの

点に設置した標識 

Ｄ 福岡県と大分県との境界（山国川河口中央点） 

Ｅ 宇部市西沖干拓護岸東端から護岸沿いに西へ１，０８０メートルの点に 設置した標柱 

点イ ＡとＢとを結んだ線上Ａから５，０００メートルの点 

ロ ＡとＢとを結んだ線の中央点 

ハ ＣとＤとを結んだ線の中央点 

ニ Ｅから１８０度４，４００メートルの点 

〈備考〉 共第５７号の区域 

 

【別記９】 

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域（次のトを中心とし

た半径８０メートルの円周によって囲まれた区域を除く。） 

点の位置 

基点Ａ 宇部市西沖干拓護岸東端から護岸沿いに西へ１，０８０メートルの点に 設置した標柱 

Ｂ 〃  大字沖宇部芝中沖埋立地－１０．０メートル岸壁西端から西へ１２０メートルの点

に設置した標識 

Ｃ 福岡県と大分県との境界（山国川河口中央点） 

Ｄ 山口市深溝藤尾鼻東端 

Ｅ 〃  秋穂二島幸崎西端 



Ｆ 防府市野島定兼鼻南端 

Ｇ 宇部市大字沖宇部宇部岬漁港八号護岸南東端 

Ｈ 防府市向島牛ケ頸南端 

Ｉ 宇部市亀浦４丁目に設置した標識 

点イ Ａから１８０度４，４００メートルの点 

ロ ＢとＣとを結んだ線の中央点 

ハ ＤとＥとを結んだ線の中央点から１８３度の線とロとＦとを結んだ線との交点 

ニ ＤとＥとを結んだ線の中央点から１８３度の線とＧとＨとを結んだ線との交点 

ホ Ｉから１８０度６，０００メートルの点 

ヘ ＢとＣとを結んだ線上Ｂから６，５００メートルの点 

ト 北緯３３度４９分４５秒東経１３１度１３分（日本測地系による位置）の点（北緯３３度

４９分５６．７９８秒東経１３１度１２分５１．３５３秒 （世界測地系による位置）の点） 

〈備考〉 共第５９号の区域 

 

【別記１０】 

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域（次のＮを中心

とした半径８００メートルの円周によって囲まれた区域を除く。） 

 点の位置 

基点Ａ 山口市深溝藤尾鼻東端 

Ｂ 〃  秋穂二島幸崎西端 

Ｃ 防府市向島牛ケ頸南端 

Ｄ 宇部市八王子町宇部岬漁港八号護岸南東端 

Ｅ 〃  大字沖宇部芝中沖埋立地－１０．０メートル岸壁西端から西へ１２０メートルの点

に設置した標識 

Ｆ 福岡県と大分県との境界（山国川河口中央点） 

Ｇ 防府市野島定兼鼻南端 

Ｈ 〃  と周南市との最大高潮時海岸線における境界点 

Ｉ 〃  野島天石鼻西端 

Ｊ 〃  向島タズノ鼻南端 

Ｋ 周南市馬島金崎南端 

Ｌ 〃  大津島丸山鼻北端 

Ｍ 防府市大字西浦地蔵鼻南端に設置した標柱 

Ｎ 〃  佐波島頂上 

点イ ＡとＢとを結んだ線の中央点から１８３度の線とＣとＤとを結んだ線との交点 

ロ ＡとＢとを結んだ線の中央点から１８３度の線とＥとＦとを結んだ線の中央点とＧとを

結んだ線との交点 

ハ Ｇから２５５度２，７００メートルの点 

ニ ＨとＩとを結んだ線とＪとＫとを結んだ線との交点 

ホ ＨとＩとを結んだ線とＪとＬとを結んだ線との交点 

ヘ Ｊから１８０度１，０００メートルの点 

ト ＣとＤとを結んだ線とＭとＮとを結んだ線との交点 
〈備考〉 共第７１号の区域 

 

【別記１１】 

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｅの各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

点の位置 

基点Ａ 下関市長府港町株式会社ブリヂストン下関工場岸壁に設置した標識 

Ｂ 〃  満珠島北端 

Ｃ 〃  長府港町中国電力株式会社下関発電所護岸東端 



Ｄ 〃  〃   長府埋立第３区北側護岸東端 

Ｅ 〃  亀浜町と同市ゆめタウンとの護岸上の境界に設置した標識 

点イ ＡとＢとを結んだ線とＣから１１２度４５分１，２２５メートルの点とロとを結んだ線と

の交点 

ロ Ｄから１２５度２，０３０メートルの点 

ハ Ｅから１３７度３０分２，０００メートルの点 
〈備考〉 共第４８号の区域 

 

【別記１２】 

次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、Ｆの各点を順次結んだ線及びＧとＨとを結んだ線と最大高潮時海岸

線とによって囲まれた区域。ただし、へからＩを見通した線及びへからトを見通した線から以西の区

域に限る。 

 点の位置 

  基点Ａ 下関市亀浜町と同市ゆめタウンとの護岸上の境界に設置した標識 

    Ｂ 〃  松屋本町３丁目海上自衛隊小月航空基地護岸南西端に設置した標識 

    Ｃ 〃  工領開作王喜漁港護岸南東端に設置した標識 

    Ｄ 山陽小野田市大字埴生埴生干拓護岸南東端 

    Ｅ 北九州市門司区部埼灯台基部 

    Ｆ 山陽小野田市大字津布田に設置した標識 

    Ｇ 下関市小月京泊豊厚橋右岸北角 

    Ｈ 〃  王喜本町４丁目豊厚橋左岸北角 

    Ｉ 山陽小野田市大字埴生糸根川河口中央点 

   点イ Ａから１３７度３０分２，０００メートルの点 

    ロ Ｂから１８２度２，２５０メートルの点 

    ハ Ｃから１７８度２，０００メートルの点 

    ニ ＤとＥとを結んだ線上Ｄから２，０００メートルの点 

    ホ ＥとＦとを結んだ線上Ｆから２，０００メートルの点 

    へ Ｉから１８４度１５分７３０メートルの点 

    ト Ｉから１８６度１５分１，５５０メートルの点  
〈備考〉 共第４９号の区域 

 

【別記１３】 

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、ツ、ネ、イの

各点を順次結んだ線によって囲まれた区域（次のナ、ラ、ム、ウ、ナの各点を順次結んだ線によって

囲まれた区域を除く。） 

点の位置 

基点Ａ 下関市長府宮崎町串崎鼻東端に設置した標識 

Ｂ 〃  満珠島灯台基部 

Ｃ 北九州市門司区部埼灯台基部 

Ｄ 山陽小野田市大字郡旧宮崎鼻に設置した標柱 

Ｅ 〃     大字小野田本山岬南端に設置した標識 

Ｆ 北九州市門司区網の鼻東端 

Ｇ 福岡県行橋市蓑島山頂上 

Ｈ 山陽小野田市大字小野田竜王山頂上 

Ｉ 北九州市門司区鵜ノ瀬鼻南端 

Ｊ 下関市大字形山青山頂上 

Ｋ 山陽小野田市大字小野田有帆川河口左岸西角から護岸沿いに南東へ４００メートルの点

に設置した標識 

Ｌ 北九州市門司区戸ノ上山頂上 



Ｍ 〃   〃  津村島北端 

Ｎ 山陽小野田市大字津布田に設置した標識 

Ｏ 〃     大字埴生埴生干拓護岸南東端 

Ｐ 下関市工領開作王喜漁港護岸南東端に設置した標識 

Ｑ 〃  松屋本町３丁目海上自衛隊小月航空基地護岸南西端に設置した標識 

Ｒ 〃  亀浜町と同市ゆめタウンとの護岸上の境界に設置した標識 

Ｓ 〃  長府港町長府埋立第３区北側護岸東端 

Ｔ 〃  〃   中国電力株式会社下関発電所護岸東端 

Ｕ 〃  満珠島北端 

Ｖ 〃  長府扇町長府４号地前面護岸２東端 

Ｗ 〃  長府港町中国電力株式会社下関発電所護岸南端 

点イ Ａから１７３度１，５３０メートルの点 

ロ ＢとＣとを結んだ線の中央点 

ハ ＣとＤとを結んだ線の中央点 

ニ ＥとＦとを結んだ線の中央点 

ホ ＥとＧとを結んだ線上Ｅから５，０００メートルの点 

ヘ ＥとＧとを結んだ線上Ｅから２，０００メートルの点 

ト ＨとＩとを結んだ線とＥとＪとを結んだ線との交点 

チ ＫとＬとを結んだ線上Ｋから２，０００メートルの点 

リ ＤとＭとを結んだ線上Ｄから２，０００メートルの点 

ヌ ＮとＣとを結んだ線上Ｎから２，０００メートルの点 

ル ＯとＣとを結んだ線上Ｏから２，０００メートルの点 

ヲ Ｐから１７８度２，０００メートルの点 

ワ Ｑから１８２度２，２５０メートルの点 

カ Ｒから１３７度３０分２，０００メートルの点 

ヨ Ｓから１２５度２，１００メートルの点 

タ Ｔから１１１度５０分１，３００メートルの点 

レ Ｔから１１３度４０分１，３００メートルの点 

ソ Ｔから１１５度１，２９５メートルの点 

ツ Ｔから１１５度３５分１，２８０メートルの点 

ネ Ｔから１２０度１０分１，３１５メートルの点 

ナ ＢとＣとを結んだ線上Ｂから２００メートルの点 

ラ Ｕから９７度５００メートルの点 

ム ＵとＶとを結んだ線上Ｕから１００メートルの点 

ウ ＢとＷとを結んだ線上Ｂから４００メートルの点  
〈備考〉 共第５３号の区域 

 

 

※方位については、特に定めのない場合は真方位とする。 

※共同漁業権番号については、令和６年１月１日付けで免許された免許番号による。 

 


